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第 23 回 参議院議員通常選挙

７月２１日 ( 日 )
午前７時～午後６時まで

投票日

時　間
※荻の草、舞谷、深葉は午後４時まで

投
票
の
種
類
と
方
法

①
選
挙
区
選
挙

　

 

投
票
し
た
い
候
補
者
の
名
前

を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

②
比
例
代
表
選
挙

　

 

投
票
し
た
い
候
補
者
名
ま
た

は
政
党
名
を
書
い
て
く
だ
さ

い
。（
候
補
者
名
は
比
例
代

表
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

も
の
）

期
日
前
投
票

●
場
所
と
期
間

▼
阿
蘇
市
役
所

　

７
月
５
日
金
～
20
日
土

▼
内
牧
支
所
・
波
野
支
所

　

７
月
13
日
土
～
20
日
土

●
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

●�

持
参
物　

入
場
券
（
無
く
さ

れ
た
方
、
届
い
て
い
な
い
方

も
選
挙
権
が
あ
れ
ば
投
票
で

き
ま
す
。）

不
在
者
投
票

●�

他
の
市
区
町
村
で
行
う
不
在

者
投
票

▼ 

阿
蘇
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方
が
、
出
張

な
ど
で
投
票
日
ま
で
他
の
市

区
町
村
に
滞
在
す
る
場
合

は
、
滞
在
地
の
市
区
町
村
選

挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投

票
が
で
き
ま
す
。

▼ 

郵
便
な
ど
で
の
や
り
取
り
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
手

続
き
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て

は
早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●�

指
定
病
院
な
ど
で
行
う
不
在

者
投
票

▼ 

不
在
者
投
票
が
で
き
る
施
設

と
し
て
、
指
定
を
受
け
た
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入

院
（
入
所
）
中
の
方
は
、
そ

の
施
設
で
不
在
者
投
票
が
で

き
ま
す
の
で
、
早
め
に
施
設

長
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

●
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

▼ 

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病

者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
一

定
の
要
件
に
該
当
さ
れ
る
方

や
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の

要
介
護
区
分
が
要
介
護
５
で

あ
る
方
で
郵
便
投
票
証
明
書

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
の

み
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼ 

郵
便
投
票
証
明
書
の
交
付
は

申
請
手
続
き
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
選
挙
管

理
委
員
会
に
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
そ
の
他

▼ 

期
日
前
投
票
期
間
中
に
19
歳

の
方
（
選
挙
当
日
ま
で
に
20

歳
に
な
る
方
）
は
、
不
在
者

投
票
が
で
き
ま
す
。　

選挙当日の投票場所一覧
地区 投票区 地区又は行政区名 投票所名

一
の
宮
地
区

１ 町区、北区、東２区、西１区、西３区、塩塚 阿蘇市役所
２ 古神区、西２区、東１区、東３区 社会教育センター（一の宮体育館）
３ 分区 農業構造改善センター（分区公民館）
４ 坂梨、中坂梨 坂梨公民館
５ 古城地区 古城公民館★
６ 中通地区（荻の草、舞谷を除く） 中通公民館
７ 荻の草、舞谷 荻の草公民館

阿
蘇
地
区

８ 内牧１区、３区、４区、５区、小里、茗ヶ原 阿蘇公民館（阿蘇体育館駐車場の道路向かい）
９ 南宮原、湯浦、西湯浦、西小園 ふれあいプラザ北外輪
１０ 深葉 旧内牧小学校深葉分校
１１ 内牧２区、成川、折戸、宇土、浜川 内牧支所
１２ 狩尾地区 狩尾２区公民館
１３ 永草、枳、赤水、車帰、跡ヶ瀬、的石 阿蘇西小学校体育館
１４ 下西黒川、乙姫、黒川千丁 乙姫公民館
１５ 東黒川、坊中、南黒川、元黒川、北黒川、上西黒川 阿蘇小学校体育館（旧碧水小）
１６ 西町、竹原、蔵原 竹原公民館
１７ 役犬原地区 コミュニティーセンター
１８ 山田地区 阿蘇市地域農業再生協議会会議室

波
野
地
区

１９ 楢木野、赤仁田、山崎、仁田水、中江、滝水 波野支所
２０ 小園、小地野、笹倉 なみの高原やすらぎ交流館★
２１ 立塚、横堀、遊雀、中道 農村婦人の家
２２ 坂の上、大道 高齢者コミュニティセンター福寿荘

★印は、前回と場所が違うのでご注意ください。

選挙管理委員会事務局　☎２２－３２３９
　（お知らせ端末）　　　☎２２－３２３９
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Ａ
Ｓ
Ｏ
環
境
共
生
基
金
に

は
、
平
成
24
年
度
も
引
き

続
き
全
国
の
企
業
や
団
体
、
個
人
の

皆
さ
ま
か
ら
阿
蘇
に
対
す
る
想
い
を

寄
付
と
い
う
形
で
た
く
さ
ん
お
寄
せ

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
基
金
を
活
用
し
、
次
の
事

業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

①�

阿
蘇
の
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち

を
中
心
に
し
た
環
境
教
育
事
業

②�

阿
蘇
に
自
生
す
る
貴
重
な
野
生
植

物
の
保
護
事
業

③�

阿
蘇
山
上
の
草
原
再
生
等
事
業

　
今
後
も
、
な
お
一
層
阿
蘇
の
自
然

環
境
の
維
持
・
保
全
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
の
で
、皆
さ
ま
の
ご
支
援
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

延べ数

総　額

1,422 件

35,146,357 円

平成 24年度までの寄付額

　
　 

子
ど
も
た
ち
へ
の

　
　
環
境
教
育
事
業

❶
自
然
観
察
・
学
習
会

　

�

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に

阿
蘇
の
自
然
の
貴
重
さ
や
素

晴
ら
し
さ
を
教
え
る
自
然
観

察
・
学
習
会
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

❷
阿
蘇
の
草
原
学
習

　

�

草
原
の
維
持
・
保
全
の
担
い

手
を
育
て
よ
う
と
阿
蘇
草
原

再
生
協
議
会
と
連
携
し
小
学

校
で
の
学
習
を
進
め
て
い
ま

す
。

❸
草
原
環
境
学
習
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
作
成

　
�
阿
蘇
の
重
要
な
自
然
環
境
で

あ
る
草
原
を
紹
介
し
た
Ｄ
Ｖ

Ｄ
を
作
成
し
ま
し
た
。
熊
本

県
内
の
全
小
中
学
校
に
配
布

し
て
お
り
、
阿
蘇
の
草
原
環

境
学
習
の
副
教
材
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
希
少
野
生
植
物
の

　
　
保
護
事
業

❶
希
少
植
物
の
栽
培

　

�

阿
蘇
だ
け
に
見
ら
れ
る
貴
重

な
植
物
が
、
減
少
や
絶
滅
の

危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
種
の
絶
滅
の
回
避
と
次

代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
環

境
教
育
を
兼
ね
て
、
市
内
の

小
学
校
で
希
少
植
物
の
栽
培

を
実
施
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

「
阿
蘇
の
自
然
を
愛
護
す
る

会
」
と
連
携
し
、
国
立
阿
蘇

青
少
年
交
流
の
家
野
草
園
で

も
同
様
の
事
業
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

❷
生
物
多
様
性
の
保
全

　

�

阿
蘇
の
草
原
に
は
ホ
ッ
ト
ス

ポ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
特
に
重

要
で
広
大
な
湿
地
が
あ
り
、

そ
の
湿
地
の
保
全
に
向
け
生

育
分
布
調
査
、
専
門
家
に
よ

る
保
全
構
想
と
計
画
づ
く
り

を
進
め
て
い
ま
す
。

　
　
阿
蘇
山
上
の

　
　
草
原
再
生
等
事
業

　

�

阿
蘇
山
上
一
帯
に
は
、
美
し

い
自
然
景
観
が
数
多
く
あ
り

ま
す
が
、
野
焼
き
が
滞
り
荒

れ
た
草
原
、
手
入
れ
さ
れ
な

い
山
林
な
ど
に
よ
り
、
自
然

景
観
を
損
ね
る
だ
け
で
な

く
、
そ
こ
に
自
生
す
る
希
少

野
生
植
物
の
生
育
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

自
然
景
観
の
改
善
を
優
先
に

杉
林
を
伐
採
し
再
生
に
取
り

組
み
ま
し
た
。

㊤�杵島岳山頂
から見る草
千里の説明
㊨�野草の苗を

植える児童
たち

寄 付

　寄付のお申し込みは随時
受付けています。ＡＳＯ環
境共生基金への寄付は、個
人・法人ともに税の優遇制
度が受けられます。
●企業の場合
　寄付は法人税の優遇措置
が受けられます。寄付金の
全額が損金算入できます。
●個人の場合
　寄付は“ふるさと納税制
度”の適用が受けられま
す。一定の限度内で寄付を
すると、寄付金のうち２千
円を超える部分の金額が所
得税と住民税から控除され
ます。

１

２

３

伐採前

伐採後

ＡＳＯ環境共生基金事業報告 住環境課 都市・環境係
☎２２ ‐ ３１６９

Ａ
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国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ

Ａ
Ｏ
）
国
際
会
議
が
５

月
29
日
か
ら
４
日
間
、
石
川
県

で
開
催
さ
れ
、
阿
蘇
地
域
世
界

農
業
遺
産
推
進
協
議
会
（
河
津

修
司
会
長
：
南
小
国
町
長
）
が

申
請
し
て
い
た
「
阿
蘇
の
草
原

の
維
持
と
持
続
的
農
業
」
が
、

世
界
農
業
遺
産
と
し
て
登
録
さ

れ
ま
し
た
。

　
世
界
最
大
級
の
カ
ル
デ
ラ
周

辺
に
広
が
る
草
原
を
利
用
し
た

放
牧
や
採
草
、
野
焼
き
に
よ
っ

て
自
然
を
維
持
し
て
き
た
こ
と

に
よ
り
、
生
物
多
様
性
や
農
村

景
観
を
保
全
す
る
取
り
組
み
が

評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
本
会
議
で
は
、
静
岡
県
掛
川

地
域
と
大
分
県
国
東
地
域
も
併

せ
て
認
定
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
認

定
さ
れ
て
い
た
新
潟
県
佐
渡
市

と
石
川
県
能
登
地
域
の
２
ヵ
所

を
含
め
て
、
国
内
で
は
５
ヵ
所

が
登
録
と
な
り
ま
し
た
。（
世

界
で
は
11
ヵ
国
25
地
域
）

　
今
回
の
認
定
に
よ
り「
阿
蘇
」

の
国
際
的
知
名
度
が
高
ま
り
、

農
業
遺
産
を
農
業
・
観
光
振
興

な
ど
に
活
用
し
、
農
産
物
の
ブ

ラ
ン
ド
化
に
よ
る
販
売
促
進
や

担
い
手
育
成
、
新
規
就
農
者
増

加
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

㊤雄大な草原が広がる外輪山（黒川）
㊦野焼きによって守られる阿蘇の草原

阿蘇地域が世界農業遺産に認定

県
税
務
職
員
派
遣
、
協
定
を
締
結

県
税
、
市
税
の
徴
収
を
強
化

６
月
４
日
、
熊
本

県
と
阿
蘇
市
が

共
同
で
県
・
市
税
を
徴

収
す
る
協
定
を
締
結
、

市
役
所
で
辞
令
交
付
式

が
行
わ
れ
、
副
市
長
か

ら
県
税
務
職
員
に
辞
令

が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　
協
定
は
県
・
市
税
の

徴
収
率
向
上
を
目
的
に

平
成
22
年
度
か
ら
継
続

し
て
締
結
。
こ
れ
ま
で

県税務職員に辞令が交付されました

共
同
で
あ
ら
ゆ
る
財
産

調
査
の
も
と
、
家
宅
捜

索
な
ど
に
よ
り
差
押
え

を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
本
年
度
は
阿

蘇
郡
６
町
村
と
も
併
任

徴
収
協
定
を
締
結
し
て

お
り
、
県
及
び
阿
蘇
郡

市
町
村
が
力
を
合
わ
せ

て
滞
納
整
理
業
務
に
取

組
ん
で
い
き
ま
す
。

阿蘇市議会
新議長に阿南誠蔵氏

６
月
阿
蘇
市
議
会
定

例
議
会
で
田
中
則

次
議
長
の
辞
職
が
承
認
さ

れ
、
選
挙
の
結
果
、
新
た

に
阿
南
誠
蔵
氏
（
竹
原
、

会
社
役
員
、
64
歳
）
が
議

長
に
就
任
し
ま
し
た
。

　
同
氏
は
議
員
歴
４
期
14

年
で
、
阿
蘇
広
域
行
政
事

務
組
合
議
会
副
議
長
も
務

め
て
い
ま
す
。
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昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨
で

土
砂
災
害
な
ど
の
被
害
が
大

き
か
っ
た
古
城
地
区
※
を
対

象
に
６
月
８
日
、
避
難
訓
練

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
市
民
の

防
災
意
識
の
高
揚
と
、
市
や

関
係
機
関
と
の
情
報
連
絡
体

制
な
ど
の
確
立
を
図
る
こ
と

が
目
的
。

　
訓
練
で
は
、
阿
蘇
地
方
に

大
雨
洪
水
警
報
が
発
令
さ

れ
、
の
ち
に
集
中
豪
雨
に
よ

り
土
砂
災
害
警
戒
情
報
が
発

令
さ
れ
た
と
の
想
定
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

サ
イ
レ
ン
と
と
も
に
避

難
勧
告
、
避
難
指
示
が
放

送
さ
れ
る
と
１
３
７
世
帯
、

２
２
２
人
が
一
の
宮
体
育
館

に
避
難
。
訓
練
を
通
じ
て
分

か
っ
た
課
題
な
ど
も
あ
り
、

実
際
に
起
こ
り
う
る
緊
急
時

の
備
え
と
し
て
、
大
変
意
味

の
あ
る
訓
練
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
他
地
域
で
も
順

次
避
難
訓
練
を
実
施
す
る
予

定
で
す
。

災
害
に
備
え
て
―

古
城
地
区
を
対
象
に 

避 

難 

訓 

練

時系列で振り返る避難訓練

9時 00分　大雨洪水警報発令

防災行政無線やお知らせ端末、ASO
安心安全メールで、市民に一斉に情報
を伝達。市役所内では避難所開設のた
めの準備が始まった。

※古城地区・・・古城１区、２区、３の 1区、３の 2区、4区が対象

9 時 20 分　大雨情報の受信

時間雨量 80mmの大雨情報が入り、
各区長や消防団第 4分団長に情報を伝
達。地域の巡回要請や異常報告の依頼
を行い、パトロールに向かった。

9 時 30 分　避難勧告を発令

避難勧告発令を防災行政無線などで市
民に伝達。避難所では受け入れ体制を
整え、消防団は地域で避難の呼びかけ
などを行った。

9 時 45 分　避難指示を発令

避難指示を発令し伝達すると、市民は
避難ルートを確認しながら避難所に向
かった。市役所では災害対策本部を立
ち上げ全職員召集を指示した。

10 時 30 分　大雨洪水警報解除

1避難場所に向かう市民　2避難訓練後に行
われた防災講演会。「自分の住んでいる地域
を知ることが防災のスタートライン」と講師
の県危機管理防災課 白鳥満

みちひろ
啓氏　3災害対

策本部で現場の状況を確認　4市民へ避難を
呼びかけるよう団員に指示する藤岡周治第 4
分団長。「いかに地域住民に情報を伝達する
かが重要」と話した　5避難者の状況を把握
するための避難者名簿に記入する市民　6避
難所に集まった市民。「また昨年のような豪
雨がいつくるかわからないので、早め早めの
行動が大切」「こういう訓練を積み重ねて有
事に備えたい」「昨年の豪雨時には逃げよう
と思っても逃げられなかった。避難経路を確
保するため道路を作ってもらいたい」などの
声が聞かれた
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